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生徒心得 

（平成 27年 4月 1日一部改正） 

（令和 2年 6月 24日一部改正） 

                          （令和 4年 1月 11日一部改正） 

（令和 4年 5月 18日一部改正） 

 

私たちは、伝統ある茨城県立水戸商業高等学校の生徒としての本分を自覚し、常に学生と

しての品位を保ち、学力と人間性の向上に努め、明るく秩序ある学校をつくり堅実な校風を

樹立するために次の事項を心得とする。 

 

１ 服 装 

  服装は常に学生らしく、清潔を保ち、端正にして品位を失わないようにする。 

(1) 制服 

  下記の本校規定の制服とする。制服はきちんと着用し、手を加えて変形しない。 

ア 黒の学生服（上下）・ワイシャツ 

(ア）黒の学生服に規定のボタン、右襟に校章、左襟に学年章を付ける。学生服の

下には、白無地のワイシャツを着用する。 

(イ）上着の丈は、両手を下に伸ばして軽く握った線を標準とする。 

(ウ) 夏服は、白無地のワイシャツとする。 

(エ) 夏季でも、寒い時は、制服の上着を着用する。 

(オ) ソックスは、白・紺・黒とする。 

イ 華紺のブレザー・ベスト・スカート・白無地のブラウス・ネクタイ 

(ア) ブレザーの左襟に、校章(台座付き)を付ける。 

(イ) スカートの丈は膝の中心線を標準とする。 

(ウ) ストッキング及びタイツはベージュ・黒・紺、ソックスは白・紺・黒とす

る。 

(エ) 夏服は、ベストの左胸に、校章（台座付き）を付ける。 

(オ) 夏季でも寒い時は、ブレザーを着用する。 

(2) 防寒具 

 コート 

 着用期間 おおむね 11月から 3月まで 

 色・型  派手でなく、柄や模様、飾りがなく、高校生にふさわしいものとす

る。 

セーター 

 着用期間 おおむね 11月から 3月まで 

 色・型  Ｖネックセーター 

     黒・紺・グレーの無地とする。裾や袖が上着から出ないようにする。 

(3) 履物 

黒・茶色の靴、または運動靴とする。ただし、華美なものは避ける。 

(4) 頭髪 

ア 清楚に整える。パーマ・脱色・染色はしない。 

イ 髪を整えるゴムやヘアピンなどは、華美にならないものにする。 

(5) その他 

ア やむを得ない理由により、定められた服装で登校できない場合は、異装届を提

出する。 

イ 化粧はしない。ピアス・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクトなどの
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アクセサリーは身につけない。 

ウ 制服を修正・補正・新規購入する場合は、生徒指導部に追加購入・補正・修理届

を提出してから、販売店に依頼する。 

 

２ 礼 儀 

(1) 人間関係を円滑にするために、日常生活において、礼儀を忘れないよう心がけ

る。 

(2) 常に謙虚な態度で人に接し、他人に迷惑をかける事のないようにする。 

(3) 教師や目上の者には挨拶し、礼を失することのないようにする。 

(4) 生徒は挨拶を交し、親睦につとめる。 

(5)  来客者に対しては、丁寧に会釈する。 

(6) 言葉遣いに注意し、無作法な言動を慎む。    

 

３ 学 習 

(1) 学生の本分は学習であることを自覚し、積極的に自己の学力の向上を図るように

努める。 

(2) 得意な教科・科目のみならず、不得意な教科・科目にも力を入れ総合的な学力の

向上を心がける。 

(3) 教科・科目の勉強と特別教育活動を通じて人間的な成長を図るように努める。 

(4) 授業中は、その科目の勉強に専念する。 

(5) 自習時間は、自ら計画を立てて静かに勉強し、他の授業の妨げにならぬようにす

る。 

(6) 授業中は指定の座席に座り、許可なく転席しない。 

(7) 授業中に遅刻して教室に入る場合は、教師に届け出てから着席する。 

(8) 授業中やむを得ず教室外に出る場合は教師の許可を得る。 

(9)  考査は教師の指示に従って公明正大に受け、自分の力を十分に発揮するよう努め

る。 

(10) 考査時には、学用品の貸借はしない。 

 

４ 遅刻、早退の取扱い 

(1) 授業開始から 20分までの入室を遅刻とし、授業開始から 30分以降の退室を早退

とする。 

(2) 列車遅延等、やむを得ない理由で遅刻したものは出席扱いにする。 

 

５ 登校下校 

(1) 通学の際は交通道徳を守り、本校の名誉を傷つけることがないようにする。 

(2) 列車・バス等の乗降の際はマナーを守り、他人に迷惑をかけないようにようにす

る。 

(3) 列車・バス等の公共交通機関においては、特に言動を慎み、無作法な振る舞いを

しないように注意をする。 

(4) 列車・バスの中では高齢者や身体の不自由な方などに進んで席を譲るようにす

る。 

(5) 学生割引証や定期券等の使用についてはその注意及び規則を遵守する。 

(6) 通学の途中に時間を空費しないようにする。 

(7) 必ず始業時間までに登校する。 

(8) 登校後自転車は必ず所定の場所に置き、鍵をかけて保管する。 
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６ 校内生活 

(1) 校舎内では所定の上履きを使用する。 

(2) 履物・雨具類はそれぞれ所定の場所に整頓する。 

(3) 室内では許可なくコート、マフラー、手袋の類は使用しない。 

(4) 廊下は静かに右側を歩行し、教師や来客者に会った時は会釈する。 

(5) 校内では大声を出すような無作法な振る舞いをしない。 

(6) 登校後放課時までの間に外出する場合は必ず担任の許可を受ける。 

(7) 常に放送掲示等の伝達事項に注意し、掲示物には無断で手を触れない。 

(8) 特別教室の諸設備等の公共物は係職員の許可を受けて大切に使用する。 

(9) 所持品は必ずはっきり記名し、紛失しないように注意する。 

(10) 必要以上の金銭は持参しない。 

(11) 学校生活に不必要な品物は携行しない。 

(12) 金銭や物品の貸借はできるかぎり避ける。 

(13) 昼食は所定の時間に各自の教室でとる。 

(14) 教師の指導時以外は、火気は絶対使用しない。 

(15) 集会や儀式では敏速に静粛に行動する。 

(16) 校長室、職員室、事務室等に入室する時は、特に服装を正し挨拶を忘れないよ

うにする。 

(17) 職員室に教師が不在の時は出入りしない。 

(18) 応接室、用務員室等に許可なく出入りしない。 

(19) 委員並びに授業やホームルームの当番は責任を持ってその仕事をなし遂げる。 

(20) 清掃当番の者は、全員で協力してそれぞれの分担区域を丁寧に掃除し、校内の

整頓、環境美化に努める。なお、掃除終了後は担当教師に報告する。 

(21) 常に校内の清潔整頓に留意し、紙屑、落書等で校内を汚すことのないようにす

る。 

(22) 校内の樹木を大切にして傷つけないようにする。 

(23) 部室の使用は放課後とする。但しやむを得ず使用する場合は顧問教師の許可を

得る。 

(24) 急病人や怪我人が出た時は速やかに教師に連絡する。 

(25) 定められた時刻までに下校する。退室するときには、教室・廊下・トイレなど

の消灯、戸締り、エアコンや換気扇の停止等を必ず行う。 

 

７ 校外生活 

(1) 校外においては、本校生徒にふさわしい品位ある行動をとり、学校の名誉を汚さ

ないように注意する。 

(2) 夜間の外出は避ける。 

(3) 外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は、必ず宿泊先を明らかにして、保護者

の許可を受ける。 

(4) 常に規則正しい生活をし、夜ふかしや暴飲暴食をしないようにする。 

(5) 不健全な飲食店、遊技場、溜り場等生徒にふさわしくない場所に出入りして、生

徒としての品位を汚し、金銭や時間を浪費しないようにする。 

(6) 校外のクラブや団体等に加入するときは、必ず担任に届け出る。 

 

８ 保 健 

(1) 健康の保持・増進に努める。 

(2) 定期の身体測定や健康診断は必ず受け、疾病がある場合は早期に治療し、常に健
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康の保持に努める。 

(3) スポーツに親しみ、精神の安定・体力の向上に努める。 

(4) 家族や近隣で法定伝染病が発生したり、自分が感染症に罹った時には、すみやか

に学校に届け出る。 

 

９ 交 友 

(1) 友人と協力して相互の人格の向上をはかるようにする。 

(2) 他人に交際を強要、不純な動機による交際をしないようにする。 

(3) 何事によらず、他人に強制・強要等の行為をしないこと。 

 

10 願及び届出 

(1) 欠席・忌引・欠課・遅刻・早退をする場合は、それぞれ所定の届け出をする。    

（忌引日数…父母７日以内・祖父母兄弟姉妹３日以内・伯叔父母１日） 

（病気の為１週間以上欠席する見込みの場合は、医師の診断書を添えて担任に届け出

る。） 

(2) 休学・退学・転学の場合は、それぞれ所定の書式によって学校長に願い出る。  

(3) 戸籍上の移動、現住所や保護者及び保証人の変更の場合は直ちに担任に届け出

る。 

(4) 下宿する時、あるいは下宿を変更する時は必ず担任に届け出る。 

(5) 宿泊を必要とする旅行、登山及びキャンプ等を行う時は、事前に必ず担任に届け

出る。 

(6) 経済的な理由でアルバイトを希望する場合、担任・生徒指導部にアルバイト実施

届を提出する。 

(7)  校内の設備器具、物品の類を紛失、損傷した時は、直ちに担任に届け出て、その

指示を受ける。 

(8) 金銭や物品の類を盗難紛失または拾得の場合は、直ちに担任に届け出る。 

(9) 校外で事故にあった時は、速やかに学校に連絡する。 

(10) 自転車及び原動機付自転車で通学する生徒は、所定の届を提出する。 

  （別掲・自転車及び原動機付自転車に関する規定参照） 

(11) 原動機付自転車及び四輪車の運転免許証を取得する者は所定の届を提出する。 

  （別掲・生徒の運転免許証取得心得参照） 

 

日課表 

 

    始   業     午前８時３５分 

    Ｓ Ｈ Ｒ       ８時３５分 ～  ８時４５分 

    授   業       ８時５０分 ～       （午前中４時間） 

    昼   食     午後０時４０分 ～  １時２５分 

    授   業       １時２５分 ～       （午後 ２時間） 

    終   業       ３時１５分 

    清   掃       ３時１５分 ～  ３時３０分 

          

 

   ○7時間授業日 

    終   業       ４時１５分 

    清   掃       ４時１５分 ～  ４時３０分 
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自転車・原動機付自転車通学に関する規定 

                          （昭和 56年 4月 1日改正） 

（平成 27年 4月 1日一部改正） 

                           （令和 2年 6月 24日一部改正） 

 通学における道路の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために自転車、原動機

付自転車で通学する生徒は、次の規定を遵守する。 

 

１ 自動二輪車の運転免許証の取得は認めない。 

２ 自転車及び原動機付自転車で通学しようとする生徒は、学校長に通学届を提出する。 

３ 原動機付自転車については、最寄りの駅もしくはバス停までの通学距離片道が 10km未

満の場合は使用できない。学校までの通学は認めない。 

４ 通学に使用する自転車は、安全性が確認できないもの、原動機付自転車は、５０ccを

超えるものは認めない。 

５ 雨天、荒天時に原動機付自転車通学はしない。 

６ 自転車、原動機付自転車の２人乗りはしない。 

７ 原動機付自転車で通学する生徒は任意保険に加入し、フルフェイスのヘルメットを着用

する。 

８ 自転車及び原動機付自転車の貸借はしない。    

９ 学校で行う交通法規講習会は必ず受講する。 

10 道路交通法を遵守し、人命の尊重、譲り合いの精神をもち、冷静沈着な運転をするよう

心がける。 

11 自転車、原動機付自転車を使用するときは必ず次の安全点検をおこなう。 

(1)ハンドル (2)サドル (3)ブレーキ  (4)ペダル   (5)チェーン 

(6)警音機  (7)ライト (8)方向指示機 (9)全体的整備 (10)後写鏡・反射鏡 

12  道路交通法、本規定に違反した者は自転車及び原動機付自転車通学の通学利用を取り消

し、学校規定にしたがって指導する。 

13 この規定は通学時以外にも準用する。 
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生徒の運転免許証取得心得 

                          （昭和 56年 4月 1日施行） 

                        （平成 2年 11月 1日一部改正） 

  （平成 27年 4月 1日一部改正） 

                           （令和 2年 6月 24日一部改正） 

 

充実した高校生活と事故防止・交通安全のために、次のことがらを守ろう。  

 

１ 自動車教習所通学許可は第３学年の１１月以降とし、保護者の承諾を得て自動車学校

（教習所）通学届を提出する。但し、進路の決定した者とする。 

２ 学校を欠席、遅刻、早退して自動車教習所に行くことはしない。 

３ 実技や学科の試験は長期休業中に受験できるように教習の計画を立てる。 

４ 教習及び検定受験は、放課後または休業日とする。    

５ 免許証を取得した生徒は次のことを守る。 

(1) 通学に四輪車を使用しない。 

(2) 免許証を取得した生徒は、担任に「免許取得届」を提出する。 

(3) 保護者が同乗しない四輪車を運転しない。 

(4) 交通法規を遵守する。 

６ 原動機付自転車（５０cc）の運転免許証を取得する場合は、原動機付自転車（バイク）

免許受験届を提出する。 

取得後は次のことを遵守する。 

(1) 二人乗りはしない。 

(2) 通学に使用する時は所定の手続きを行う。 

(3) 防犯登録・任意保険に加入し、ヘルメットを着用する。 

(4) 学校主催の交通安全講習会を受講する。 

(5) 規則を違反した生徒については、厳しい指導をする。 
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考査中の心得 

１ 机の配置は、６列とし、開始５分前には、着席する。 

２ 物品の貸借は禁止する。 

３ 筆記用具以外の持ち物は、ロッカーかカバンにしまう。 

４ 机の中に、一切物を入れてはならない。 

５ 印刷不鮮明な所は挙手して、監督の先生の指示に従う。 

６ 公明正大な態度で臨み、不正行為は絶対にしない。 

７ 考査終了のやめの合図で、筆記用具を置き、各列番号順に答案を集める。答案の確認が

済むまで、席を立たない。 

８ 携帯電話は、電源を切り、ロッカーに保管する。所持していた場合は、不正行為とみな

す。 

 

 

   

携帯電話の取扱いについて       生徒指導部  （令和 3年 5月 19日一部改正） 

（令和 4年 5月 18日一部改正） 

 

１ 携帯電話は、８時３０分から１５時１５分まで、原則として校内での使用を禁止する。

ただし、特別な事情がある場合は「携帯電話許可願」を提出し許可を受ける。 

２ 授業担当者の許可により、授業時のみ必要に応じて使用を認める。 

３ 違反した場合 

  １回目は、担任より指導し、保護者へも連絡する。 

  ２回目よりは、生徒指導部・学年主任・担任より指導し、保護者へも連絡する。 

 ※定期試験のとき 

  試験中に携帯電話を所持していた場合は「不正行為」と見なし、当該科目の答案を０点

とする。 

  後日、保護者を召喚し、特別指導を行う。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


